
令和 7年第 10 回琴浦町教育委員会

会議の概要

日 時 令和 7年 8月 26 日(火)13:30～15:00

場 所 琴浦町生涯学習センター 第 2会議室

出席委員 森田澄恵委員、黒松悟司委員、鍛川智恵委員、吉川公一委員

河原裕司教育長

欠席委員 なし

説明等のため

出席した者

桑本教育総務課長兼学校給食センター長、山根社会教育課長

三好人権・同和教育課長、岸田和久参事兼指導主事、福嶋参事兼指導主事

住吉教育総務課課長補佐

傍聴人 なし

日 程

１ 開 会

２ 議事録署名委員の指名 （鍛川智恵委員、吉川公一委員）

３ 教育長あいさつ

４ 各課報告

５ 議案

議案第 45 号 琴浦町公民館条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則の

制定について

議案第 46 号 令和 7年度補正予算要求（9月補正）について

議案第 47 号 琴浦町学校給食運営審議会委員の委嘱について

議案第 48 号 成美地区公民館運営協議会委員の委嘱について

６ 協議事項

（１）琴浦町教育大綱の改定について

７ その他

（１）議会常任委員会との意見交換会の日程調整

（２）令和７年度 全国学力・学習状況調査の結果について

（３）生徒指導報告について

８ 閉 会

会議の要旨

教育長

教育長

教育長

教育長

教育総務課長

（開会）13:30

令和 7年第 10回定例会を開会します。

議事録署名委員を鍛川委員と吉川委員にお願いします。

（教育長あいさつ）

各課からの報告を教育総務課から順次お願いします。

（資料により報告）



社会教育課長

人権・同和教育課長

教育長

教育委員

教育長

教育長

社会教育課長

教育長

教育長

教育委員

教育長

教育総務課長

社会教育課長

教育長

教育委員

教育長

教育委員

教育長

教育委員

教育長

・就学援助認定・取消・変更について

・校区外・区域外就学の承認について

・台湾交流事業実施報告

・めざせ給食マイスター！100 人分の給食調理体験会実施報告

・中学校総合体育大会結果

・主な学校関係行事

（資料により報告）

・新ふなのえこども園・成美地区公民館の完成見学会及び竣工式の開催

について

・家庭教育講座について

・各地区公民館まつり・町民運動会等の開催について

（資料により報告）

・子どもに対する性暴力防止研修会の開催について

・令和７年度琴浦町人権・同和教育部落懇談会の実施について

各課からの報告についてご質問等はありませんか。

（なし）

議事に移ります。

議案第 45 号「琴浦町公民館条例の一部を改正する条例の施行日を定める

規則の制定について」説明をお願いします。

（資料により説明）

ご質問等ありますか。

承認してよいですか。

（承認）

議案第 46 号「令和 7年度補正予算要求（9月補正）について」説明をお

願いします。

（資料により説明）

（資料により説明）

ご質問等ありますか。

東伯総合公園管理事業の人工芝グラウンドに係るターフキング購入です

が、マイクロプラスチックを吸収するのに必要なものと考えます。

高額なものですが住民不安を軽減していくためには、必要なものと考え

ています。

駅南駐車場の車止め破損に係る修繕ですが、防犯灯の事故について、防

犯カメラには映っていなかったのですか。

不明です。

浦安駅南に防犯カメラは、設置しないのですか。

防犯上のニーズ、近隣住民との合意形成が必要なものであり、慎重に検

討したい。



教育長

教育委員

教育長

教育総務課長

教育長

教育委員

教育総務課長

教育長

教育委員

教育長

社会教育課長

教育長

教育委員

教育長

教育委員

教育長

各課長及び担当者

承認してよいですか。

（承認）

議案第 47 号「琴浦町学校給食運営審議会委員の委嘱について」説明をお

願いします。

（資料により説明）

ご質問等ありますか。

審議会は、何回開催されますか。

例年１回ですが、今年度は、調理業務、運送業務の委託契約に係る協議

があり、数回を見込んでいます

同意してよいですか。

（同意）

議案第 48 号「成美地区公民館運営協議会委員の委嘱について」説明をお

願いします。

（資料により説明）

ご質問等ありますか。

（なし）

同意してよいですか。

（同意）

協議事項に移ります。

（１）「琴浦町教育大綱の改定について」ですが、担当より概要を説明し、

その後、各課長より具体的な事業など補足説明を行います。

今回の教育委員会後に開催する総合教育会議の議題であり、事前に教育

委員からご意見を伺うことを目的にしています。

（資料により説明）

○教育大綱改定にあたっての基本方針を説明

①町の基本計画である「琴浦まちづくりビジョン」、「第３期琴浦町地方

創生総合戦略」をベースに策定

・琴浦まちづくりビジョンは町の最上位計画であり、大綱の基本的な

方向として採用

・第３期琴浦町地方創生総合戦略からは、施策の柱、内容について抜

粋して記載

・その他、上記の計画だけでは、内容が足りない部分については、担

当課で追記

②様々な施策を含むことができるよう総花的な表現とする。

③内容はシンプルなものとし、A4 見開きで取り組みを記載

○大綱（案）について説明

・基本目標



教育委員意見等

教育長

教育長

教育長

・４つの柱及び基づく施策

・今後すすめていく具体的な事業の説明

※以下、基本目標、柱、取り組みについて委員からの質問・意見とその対

応を記載します。

【基本目標】

・「基本目標」の記載について、「ふるさとへの愛着を深める」と「地域に

根ざした…」の 2行に分けないと意味が変わってしまいます。

【１ ふるさとを誇りに思う教育の推進】

・「①地域に根ざしたふるさと教育の推進」では、前段それぞれの学校が…

となっているが、学校に限定するのではなく、地域も含めた動きがあっ

てもよいのでは。

・特に違和感はないように思います。学校での進め方、学校以外の地域で

の進め方が記載されています。

【２ 地域とともに学び支え合う環境づくり】

・「③教育環境の適正管理」について、子どもたちの…となっているが、大

人の教育環境整備も含んでいくためには、子どもに限定しなくてもよい

かと思います。

・図書館や公民館といった社会教育施設も含めた内容にしてはどうか。

・改修工事に限定しなくてもよいのではないでしょうか。

【３ 誰一人取り残さない質の高い教育の実現】

・内容が学校教育が主なものであり「質の高い学校教育の実現」としてよ

いのでは。

・①に普遍的な教育に関する部分を取り入れたのは、大事なところです。

子どもたちに身に付けさせたい力の根本は、自分で考え、そして行動す

る部分と思います。

・「①主体的に…」は、非常によくまとまった表現だと思います。

【４ 心身共に健康で安心して暮らせる地域づくり】

（意見なし）

教育大綱は、町長が決定するものになりますので、いただいたご意見は、

この後の総合教育会議の場で協議します。

その他の項目に移ります。

（１）「議会常任委員会との意見交換会の日程調整について」説明をお願い

します。



教育総務課長

教育長

指導主事

教育長

指導主事

教育長

教育民生常任委員会より意見交換会の日程調整の依頼を受けています。

９月下旬から 10月上旬の午後で候補を挙げていただき、調整し、後日連絡

します。

（２）「令和７年度 全国学力・学習状況調査の結果について」説明をお願

いします。

（資料により説明）

（３）「生徒指導報告について」説明をお願いします。

（資料により説明）

本日の委員会は、以上で閉会とします。

（閉会）15：00

令和 7 年第 10 回琴浦町教育委員会の内容を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名

する。

令和 年 月 日

署 名

署 名


